
学校に「給食停止依頼書」を提出

し、毎食弁当を持参している
本補助金は「対象外」となります。
※弁当の持参が条件のため

はい

いいえ

弁当持参の理由が次のいずれかに

該当する

①食物アレルギー

②宗教

③食事管理を要する疾病等

本補助金は「対象外」となります。
※左記①～③の理由に該当することが条件のため

はい

いいえ

対象となるお子さんは、次のどち

らの区分（①第3子以降、②第1

子・第2子）に該当していますか？

②第1子・第2子

（①以外）

①第3子以降

（要認定）※

★本補助金の「対象」となる可能性が

あります。

ただし、審査の結果「非該当」となった場合

は、設問「Ｄ」に進むこととなります。（再度申

請書を提出する必要はありません。）

【補助額】

小学校…1食あたり265円×弁当持参回数

中学校…1食あたり345円×弁当持参回数

【提出書類】

〇申請書…別紙②

〇認定申請書…別紙③

〇請求書（前期・後期分）…別紙④、⑤

給食を停止している（弁当を持参

している）月の中で、1食でも給食

（または牛乳）を食べ（飲み）ました

か？

はい

いいえ

本補助金は「対象外」となりま

す。
※牛乳代として、学校給食費支援金

（月額1000円）の支援を既に受けてい

るため。

★本補助金の「対象」となります。
【補助額】

1食あたり60円×弁当持参回数

【提出書類】

〇申請書…別紙②

〇請求書（前期・後期分）…別紙④、⑤

どれに該当するか

確認するうな～！

※第３子以降の子とは、保護者が扶養している子のうち、上から３番目以降の子をいいます。

第３子以降の子として認定となるためには、上記扶養要件に加え、以下の要件を満たして

いる必要があります。

・国及び地方公共団体から学校給食費の全部の補助・給付を受けていないこと。

・これまでの学校給食費に滞納がないこと。

補助金対象Ⅰ

補助金対象Ⅱ


